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平成２７年度 実施事業について

議題（２）

男女共同参画後期計画（Ｈ２７～Ｈ３１）の
主要課題

（１）企業等への男女共同参画の啓発

①セクハラ、マタハラ等のハラスメント防止対策の推進

②意思決定過程における女性の参画促進

③ワーク・ライフ・バランスの推進、就業形態や職場慣

行の見直しの推進

（２）セクハラ、マタハラ、DV等の相談窓口の情報提供と充

実

（３）あらゆる世代に向けた男女共同参画に関する学習機会の

充実

（４）女性の地域活動・職場等での意思決定過程への参画意識

や積極性を高める啓発

資料２
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（１）職員研修
目的 ：庁内ワーク・ライフ・バランス推進啓発、キャリアアップ意

識の啓発
日程 ：5/19（火）14：30～15：00 瑞穂市職員 管理職向け

5/21（木）13：30～15：30 瑞穂市職員 一般職向け
講師 ：瑞穂市男女共同参画推進審議会 副会長 平田 芳子さん

5/19（火）参加者約４０名 5/21（木）参加者約４０名

１.講演会・研修による啓発

（２）女子学生と社会人女性との交流会

【岐阜県主催／朝日大学・瑞穂市共催】

目的 ：女性が継続して働くこと、結婚・出産と仕事との両立等のキャリア

デザインに関する啓発。

テーマ：「私らしさを発見しよう！ 夢の見つけ方・描き方」

日程 ：平成２７年１０月２８日（水）13：00～15：00

場所 ：朝日大学 学食

参加者：朝日大学学生（４４名）及び市内で働く社会人の女性（１６名）

合計６０名

アンケートによる満足度：朝日大学学生 97.7％、社会人女性 １００％
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市内協力企業・団体：１３団体（計１６名）

• 大垣共立銀行 穂積支店

• キッコーマン ソイフーズ株式会社

• NPＯ法人キッズスクエア瑞穂

• 十六銀行 穂積支店

• 社会福祉法人 新生会 サンビレッジ瑞穂

• スタジオアルパ

• 説田音楽教室

• 武山アナウンスオフィス

• 名和内科 巣南リハビリセンター

• 日本郵便株式会社 巣南郵便局

• 株式会社ハイビックス

• 社会福祉法人 瑞穂市社会福祉協議会

• 瑞穂市役所 （５０音順）

（３）瑞穂市ＰＴＡ連合会母親委員会での講演会

目的 ：現役母親世代に向けた社会参画意識や自己決定力を

高めるための啓発

日程 ：12/１４（月） 1０：00～1１：15

講師 ：ＮＰＯ法人参画プラネット 代表理事

渋谷 典子氏

テーマ：「イマドキ！地域で活きる★女性のチカラ」

参加者：約１００名

（３０～４０代の女性が

９０％以上）

アンケートによる満足度：98.7％
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２.広報誌による啓発（平成２６年から継続実施）

市内で活躍する女性の男女共同参画についての考え方をコラム形式で
広報誌に掲載。

目的：女性に対する地域活動や職場等での積極性や参画意識の啓発
女性の働き方や生き方についてあらゆる世代への啓発

掲載実績：

掲載月 役職 名前

H26.6月 朝日大学法学部 専任講師・瑞穂市男女共同参画推進審議会 会長 宮坂 果麻理さん

H26.9月 特定非営利活動法人キッズスクエア瑞穂 理事長 椙浦 良子さん

H26.11月 株式会社ハイビックス代表取締役社長 高井 順子さん

H27.3月 瑞穂市農業委員・農業部長・岐阜県女性農業経営アドバイザー・

柿振興会女性部「柿りん」代表
高田 里美さん

H27.6月 子どもの本を読む会かんがるう代表 熊崎 文さん

H27.9月 スタジオアルパ（アルパ演奏ボランティア） 澤田 智美さん

H27.11月 瑞穂市社会福祉協議会 事務局長 宇野 睦子さん

H28.3月 瑞穂市立穂積小学校 校長 髙田 かがりさん

（１）市内事業者等への啓発
市商工会を通じて、市内企業にむけた情報発信・啓発物品の配布。

①岐阜県出前講座
日程 ：5/25（月）市商工会総会にて岐阜県出前講座（約２０分）
参加者：約１２０名
内容 ：「岐阜県子育て支援企業登録制度・子育て支援

エクセレント企業について」
→制度の紹介、登録のメリット、

県内企業の取組事例を紹介。

②情報発信
市商工会会報６月号に同封、８５０部

・男女共同参画基本計画（概要版）
・「子育て支援企業登録制度・子育て支援

エクセレント企業について」ちらし
・啓発用クリアファイル

３.その他の啓発



5

（２）男女共同参画に関する啓発パネルの展示

児童手当現況届・給付金受付会場において
岐阜県が作成した啓発パネルを展示
（6/15～6/22）
＜啓発パネルの内容＞

・男女共同参画社会ってどんな社会？
・「ドメスティック・バイオレンス」って？
・岐阜県男女共同参画の取組について

（３）国勢調査調査員説明会（平成２７年８、９月）
での啓発
啓発物品配布 約２７０名

（うち男性２０１名、６０代以上62％）

（４）成人式（平成２８年１月）での啓発
啓発物品・各相談窓口周知ちらし配布 約５００名

（５）男女共同参画に関する啓発ポスターの製作・展示

岐阜グランドボウル内「瑞穂市の拠点」において、男女共同参画に関す
る啓発ポスターを展示。（印刷協力：朝日大学）
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＜ポスターの内容＞Ａ１サイズ
・瑞穂市男女共同参画基本計画（後期）について
・ワーク・ライフ・バランスの取組み推進について
・配偶者等からの暴力（DV）防止について

◆岐阜県内の企業の取り組み

◆岐阜県子育て支援企業登録制度  

 

 
Ａ社（印刷業、従業員10名以下） 

●育児休業中の従業員へインターネットでの情報発   

 信、スムーズな職場復帰促進 

●男性の育児参画推進（男性育児休暇取得実績あり） 

●資格取得のためのスキルアップ休暇 

 
 「ワーク・ライフ・バランス」というと、抽象的で具体的に何をしたらいいのかわから

ない・・というかたもみえるかもしれません。 

 岐阜県内にある企業ですでに実施されている、「ワーク・ライフ・バランス」につなが

る取り組み事例を紹介します。みなさまも、個人で企業で、身近にできることから取り組

んでみませんか。  

 

岐阜県では、「仕事」と「家庭」をともに大事にする職場環境づくりに 

積極的な企業を応援する「子育て支援企業登録制度」を実施しています。 

（平成２７年６月末現在の登録企業数１，４６６社） 
 

○対象企業は？  

 岐阜県内に本社又は事業所を有すること。各種団体、個人事業主も可です。 

○メリットは？ 

 ・登録企業やその従業員の金利優遇措置    ・県アドバイザー（社労士）の無料相談 

 ・企業イメージの向上            ・県入札参加資格審査での加点 
 

登録企業の中から、他社の模範となる取り組みを実施し県の認定要件を満たす企業を「岐阜県子

育て支援エクセレント企業」として認定しています。（平成26年度末現在 認定企業数31社、うち瑞穂市1社） 

「ワーク・ライフ・バラン ス」で、男 性も 

女性も働きやすい職場をつ くりましょ う！ 

 

  
Ｂ社（製造業、従業員1,000名以下） 

●意思決定の場への女性の参画推進 

●男性、女性の差なく採用及び職域の拡大 

 （研究職、技術職への女性採用） 

●事業所内保育施設を設置 

 

 
Ｃ社（建設業、従業員50名以下） 

●時間単位の年次有給休暇制度導入 

●１週間単位の連続休暇の推奨 

●家族参加のレクリエーションなどを実施 

●始業・終業時刻の繰上げ・繰り下げ制度を導入 

 

 
Ｄ社（介護サービス業、従業員100名以

下） 

●女性従業員の育児休業取得率が90パーセント以上 

●育児による退職者を再雇用 

●従業員に対する両立支援相談窓口を設置 

発行 
瑞穂市役所 企画部 企画財政課 ／発行協力 朝日大学 
〒５０１－０２９３ 瑞穂市別府１２８８番地 

TEL:058-327-4128/E-mail:kikaku@city.mizuho.lg.jp 

URL:http://www.city.mizuho.lg.jp/3913.htm  

詳しくは、こちらから瑞穂市の 
ホームページをご覧ください→ 

発行 
瑞穂市役所 企画部 企画財政課 ／発行協力 朝日大学 
〒５０１－０２９３ 瑞穂市別府１２８８番地 

TEL:058-327-4128/E-mail:kikaku@city.mizuho.lg.jp 

URL:http://www.city.mizuho.lg.jp/3913.htm  

 

 

 一人ひとりの人権意識を高め、固定的な役割分担意識に基づく偏見や習慣にとらわれず、お互いにその個性を認めて理

解し合い、すべての人が自分らしく生きられるよう、あらゆる場面において世代間や男女間の意識の違いに留意しなが

ら、さまざまな啓発や学習・教育活動を推進していきます。 

男女共同参画社会の実現に向けて、『瑞穂市男女

共同参画基本計画（後期）』（H27～H31)を策定

しました 

 現在さまざまな分野への女性の参画は増加傾向にありますが、政策・方針決定過程における女性の一層の参画が望まれて

おり、多様な発想や活動の活性化により、それぞれの分野の新たな発展が期待されています。  

 男女共同参画社会を実現するためには、仕事・家庭生活・地域活動にと、個性と能力をあらゆる分野に発揮できる環境づ

くりや支援が必要です。男女がともに働き方や家庭生活、地域生活への関わり方を見直し、仕事と家庭の調和（ワーク・ラ

イフ・バランス）をさらに推進していくことが求められています。  

（☆、★「瑞穂市男女共同参画市民意識調査(2009・2013)」より） 

目標指標（抜粋） 当初（H21） 現状値（H25) 目標値（ H31） 

男女共同参画社会基本法という
用語の周知度  

☆5.3％ ★17.5％ 50.0％ 

地域社会における男女の平等感 ☆32.6％ ★39.1％ 50.0％ 

目標指標（抜粋） 当 初（H21） 現状値（H25) 目標値（H31） 

審議会等委員における女 性の割 合 32.2％ 30.9％ 40.0％ 

市の職員（保育士等除く）の管理職 ー 3.0％ 20.0％ 

目標指標（抜粋） 当初（H21）  現状値（H25) 目標値（H31） 

市の男性職員の育児休業取得者

数 
0人 0人 1人以上 

ワーク・ライフ・バランスの認知度 ー ★59.4％ 65.0％ 

（★「瑞穂 市男女共同参画市民意識調査 (2013)」より） 

詳しくは、こちらから瑞穂市の 
ホームページをご覧ください→ 

基本目標Ⅰ 意識改革による人づくり 

基本目標Ⅱ 男女がともにつくるまちづくり 

基本目標Ⅲ だれもが安心して暮らせる環境づくり 

◆さまざまな暴力 

◆困ったときはご相談ください 

●身体的暴力 

 殴る・蹴る・物を投げる・突き飛ばすなど 

●精神的暴力 

 大声でどなる・無視をする・交友関係を制 

 限する・携帯電話をチェックするなど 

●性的暴力 

 性的なことを強要する、避妊に協力しない  

 など 

●経済的暴力 

 生活費を渡さない、支出を細かくチェック 

 する、金銭的自由を与えないなど 

発行 
瑞穂市役所 企画部 企画財政課 ／発行協力 朝日大学 
〒５０１－０２９３ 瑞穂市別府１２８８番地 

TEL:058-327-4128/E-mail:kikaku@city.mizuho.lg.jp 

URL:http://www.city.mizuho.lg.jp/3913.htm  

 

 ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）は、配偶者や交際相手などの親密な関係にある

（あった）人から振るわれる暴力です。 

 また、 交際相手からの暴力（デートＤＶ）とは、恋人など交際中の彼氏・彼女からの暴

力のことをいい、大人だけでなく、若者のあいだでも起きています。パートナーとの関係

で、思い当たることはありませんか？ 

 

DVに悩んでいる方は、被害が深刻になる前に、岐阜県女性相談センター、最寄りの警察署

などに相談してください。 
 

●岐阜県女性相談センター  

     ＴＥＬ：０５８－２７４－７３７７ 
 

電話相談  月～金 ９：００～２１：００、  

      土日祝 ９：００～１２：００、１３：００～１７：００  
面接相談  月～金 ９：００～１７：００ 

配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイ

オレンス）には、いろいろな形態があります 

瑞穂市において、配偶者等から殴る・蹴る
などの「身体的暴力」を受けたことがある

男性は9.4％、女性は15.9％となっており、

他の 暴力 に比べ て割合が高くなっていま
す。         （資料：「瑞穂市男女共同参画意識調査(2013)」より） 

◆配偶者等からの暴力の経験 

詳しくは、こちらから瑞穂市の 
ホームページをご覧ください→ 
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1、2度あった 何度もあった 全くない 無回答

平成２８年度 実施事業について

議題（３）
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（１）文化講演会
毎年開催する文化講演会で、「生涯学習自主事業・男女共同参画事

業」として男女共同参画に関するテーマでの講演会を実施する。

・日程 平成２８年１０月１６日（日）
・時間 １３：００～１４：３０（開場１２：３０）
・場所 瑞穂市総合センター サンシャインホール
・参加費 無料（託児あり）
・テーマ 「いつも前を向いて～学ぶ楽しさ・生きる楽しさ～」
・講師 タレント・戸板女子短期大学客員教授

菊池 桃子 氏
※テーマ及び講師は担当課（生涯学習課）で選定

・集客方法 男女一緒の参加者に記念品を渡すことにより男性の参
加を促す。

・ｽｹｼﾞｭｰﾙ 広報８月号で告知

１.講演会・イベント等による啓発

（２）学生×社会人のワールドカフェ
目的 ：平成２７年８月に成立した女性の活躍推進法の概要、自分らしい働

き方やキャリアビジョンについて考える啓発。

主催 ：瑞穂市、朝日大学

テーマ：「話して深めよう！働くこと～学生×社会人のワールドカフェ～」

日程 ：平成２８年６月２９日（水）1４：00～1７：00

参加者：朝日大学学生（３４名）及び市内在勤の社会人（２１名）

合計５５名

講師 ：特定非営利法人あゆみだした女性と子どもの会 理事長

廣瀬 直美さん
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協力企業・団体：１３団体（計２１名）

• 岐阜県

• 大垣共立銀行 穂積支店

• キッコーマン ソイフーズ株式会社

• 十六銀行 穂積支店

• 社会福祉法人 新生会 サンビレッジ瑞穂

• スタジオアルパ

• 説田音楽教室

• (株)宝機材

• 武山アナウンスオフィス

• でんきはうすいのうえ（(有)エヌケー）

• 名和内科 巣南リハビリセンター

• 濱仙商店(株)

• 社会福祉法人 瑞穂市社会福祉協議会 （５０音順）

参加者の声（社会人）
アンケート回収率 21名/21名（100％）

＜多かった意見＞

・いろんな角度から様々な意見が聞けて、自ら
の振り返りができた。（他７件）
・学生の生の声を聞くことができ、他の社会人
の方から学ぶことも多かった。（他５件）
・学生の意見を参考に若手の育成や支援に活か
したい（他２件）
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参加者の声（学生）
アンケート回収率 33名/34名（97.0％）

＜多かった意見＞

・いろんな世代、業種の社会人の話が聞けたか
ら。（他１８件）
・自分とは全く違う考え、自分に無い価値観を
聞けてよかった。（他２件）
・仕事を知ること、自分の理想にあった仕事の
見つけ方など、職業選択や就職活動の参考に
なった。（他９件）

「男女共同参画推進のためのワールド・カフェ
実践手引書」（文部科学省）

2015年11月作成
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なぜ、男女共同参画にワールド・カフェが有効
なのか？

１．身近なテーマだからこそ、誰

もが話せる。

２．少人数だからこそ、本音が話

し合える。

３．カフェのような雰囲気だから

こそ、難しく感じない。

４．席替えによって、多様な視点

が得られる。

５．対話の中で、様々な気づきや学びが得られる。

文部科学省発行「男女共同参画のためのワールド・カフェ実践手引書」より

２.広報誌による啓発（平成２６年から継続実施）

市内で活躍する女性の男女共同参画についての考え方をコラム形式で
広報誌に掲載。

目的：女性に対する地域活動や職場等での積極性や参画意識の啓発
女性の働き方や生き方についてあらゆる世代への啓発

掲載実績：

掲載月 役職 名前

H28.6月 武山アナウンスオフィス 武山 幸子さん

H28.9月 岐阜グランドボウル 支配人 神田 和代さん

H28.11月 （仮）男性保育士に聞く男女共同参
画

瑞穂市職員（男性保育士）

４名

H29.3月 未定
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（１）市内事業者等への啓発
市商工会を通じて、市内企業にむけた情報
発信・啓発物品の配布。

①岐阜県主催「イクボス講座」の紹介
内容：従業員のワーク・ライフ・バランス
を考える「イクボス」を養成する

②情報発信
市商工会会報６月号に同封、８７０部

・女性の活躍推進法（概要版）
・「子育て支援企業登録制度について」ちらし
・啓発用クリアファイル
・学生×社会人のワールドカフェ参加依頼

３.その他の啓発

（２）ふるさと応援寄附金「女性のくらし彩るまちづくり
事業」の経過報告

事 業 の 種 類
① 安全で快適なまちづくり事業 道路・水路・街路灯・防犯灯・消防防災・下水道計

画

② 心豊かな住みよいまちづくり事業 公園・遊び場・交流広場・コミュニティセンター

③ 誰もが生き生きと暮らせるまちづくり事
業

保育所・放課後児童クラブ・子育て支援・障がい
者福祉・保健予防

④ 希望を育むまちづくり事業 幼稚園・小中学校・体育施設・文化財・生涯学習

⑤ 活気あふれるまちづくり事業 農業・商工業・企業誘致・観光・交流事業

⑥ 市民が主体のまちづくり事業 行財政改革・協働のまちづくり・情報化の推進

⑦ 女性のくらし彩るまちづくり事業 女性の活躍推進・男女共同参画事業

⑧ その他市長が必要と認める事業 特に指定はありませんが、元気な瑞穂市を応援し
ます。特別に指定することもできます。


